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はじめに
　我々の大学病院でジェネリック医薬品が議論されたのは、2000年ころでDPC制度の導入が決まった頃

であったと記憶している。薬剤部長から当時病院長であった私に、これからは医療費の削減、薬剤購入費

の削減は病院運営にとって重要課題で、ぜひジェネリック医薬品導入を検討するようにと提案された。当

時私の認識では、ジェネリック医薬品はゾロバッタのイメージで、大学病院で使用するものではないと考

えていた。しかしながら当時の薬剤部長（故黒川氏）は、わたくしの罵倒（？）をものともせず、その必要性、

必然性を切々と述べ、さらにジェネリック医薬品の品質、供給に関しては薬剤部が全面的にバックアップ

していくので導入すべきであると説得された経緯がある。当時はまだ、診療報酬上の評価は全くなかった

が、薬剤購入費の削減とDPC導入を考慮し、2003年より病院として導入を決定した。

　その後、ジェネリック医薬品の使用促進のために、2006年（平成18年）から診療報酬改定における評価

が始まった。最近10年間における評価の変遷と、使用割合についての経過とともに、どのような変遷をた

どってきたかについて述べる。

1.処方箋様式の変更
　まずは、2006年（平成18年）度の診療

報酬改定において医療費の配分の中での

効率化の余地の項目で、ジェネリック医

薬品使用促進の目的で処方箋様式の変更

を行った。しかしながら、その効果はほと

んどなかった。（図１）

　2008年（平成20年）には、ようやく本

腰を入れて「後発医薬品の使用促進のた

めの環境整備」を行うこととなった。最

も印象的だったのは、保険薬局、保険薬

図１
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剤師療養担当規則の変更である。ここでは薬剤師のみならず保険医もジェネリック医薬品使用を考量す

ることが述べられている。そのうえで、これまでの処方箋とは逆に、ジェネリック医薬品の使用を原則と

し、もし不都合な場合は、その意思を所定の欄にチェックを入れることとした。さらに、後発医薬品調剤体

制加算（処方箋1回につき4点の加算）を設定した。

2.医療機関におけるインセンティブ
　2010年（平成22年）には、新たに医療機関への評価が「後発医薬品使用体制加算」という形で始まった。

この際、論点となったのはDPC対象病院の処遇である。包括評価においては、価格の低い医薬品の使用に

より、医療機関はそれなりの見返りをすでに受けているという考えである、結論としてはDPC対象病院で

のジェネリック医薬品使用の評価は、屋上屋を重ねるとのことで、見送られた。一方調剤のほうでの評価

は処方箋ごとの評価から、数量ベースでのジェネリック医薬品使用率での評価に変更となった。また、療

養担当規則も、患者さんにジェネリック医薬品選択のための機会を提供することが追加され、ジェネリッ

ク医薬品処方箋での変更不可の対応、剤形の変更に関する規定を大幅に見直し、使用しやすい環境の整備

を行った。

　2012年（平成24年）改訂では、数値目標が少し高くなり、はじめて一般名処方に対する評価が加わった

が、わずかなものであった。

3.数値目標の変更とDPC対象病院への評価
　2014年（平成26年）は、ジェネリック医薬品を取り巻く環境が大きく変わった年でもあると感じてい

る。まず、それまでの使用割合の計算が、全医療用医薬品をベースとした数量シェア30％を目標としてい

たが、この年より、ジェネリック医薬品のある先発医薬品とジェネリック医薬品をベースとし、数量シェ

ア60％を目標値とした。そして、「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」に基づき、DPC

参加病院でのジェネリック医薬品の使用について数量ベースにより評価することとなった。評価法は医

療機関別係数の機能評価係数Ⅱにおいて、7番目の評価項目として後発医薬品係数が設定された。この

DPCでの評価は大変インパクトがあり、係数として上限値0.01544までついたので、一気に使用割合が増

加した。このことにより飛躍的にジェネリック医薬品の使用割合が増加することとなった。

　2016年（平成28年）度改定では、4つの改定項目の概要の中の「Ⅳ．効率化・適正化を通じて制度の持続

可能性を高める視点」の最初に「後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品の評価の仕組みの検討」

を謳いさらなる使用割合を掲げている。なぜなら、「経済財政運営と改革の基本方針2015」に、閣議決定で

2017年（平成29年）央までに70％以上、2018年度（平成30年度）から2020年度（平成32年度）すえまで

のなるべく早い時期に80％にするということになったからであると考える。（図1）薬局における目標値は

最高75％、医療機関における目標値は70％、DPC機能評価係数の評価上限値も70％となった。
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4.80％使用割合も求めて
　2018年度（平成30年度）改定でも、改定概要の中に、ジェネリック医薬品の使用推進が掲げられ、その目

標値は80％を目指すこととなった。評価の上限値は85％までとし、また調剤薬局では、数量シェアの著し

く低い薬局は減算となった。次回改定では病院にも適応してくる可能性があると考える。今回の改定の大

きな点は、一般名処方加算が6点と前年度の倍になったことである。これは比較的規模の大きな病院では、

かなり影響の出てくるものと考える。また、DPCでは、機能評価係数ⅡからⅠへと変更となった。わたくし

は、当初からDPC機能評価係数Ⅱでの評価には違和感があった。なぜなら、機能評価係数Ⅱは，調整係数を

なくす手段として、DPC参加病院のインセンティブとして設定されたからである。今回30年度改定では機

能評価係数ⅡからⅠへと変更された。このことにより、機能評価係数Ⅱでは過去の実績が評価される(2年

前の10月から1年前の9月までの実績が、その年の4月に評価される)のに比して、機能評価係数Ⅰでは、3

か月間の実績で即評価となる。同時に、それまで入院部分だけのジェネリック医薬品評価だったものが、

外来の分まで評価の対象となった。この意味するところは、ジェネリック医薬品のさらなる普及のため、

努力した結果がすぐに評価できるようになったことと、DPC病院での外来のジェネリック医薬品の使用

割合が低かったことにも起因していると考えている。（図2）

5.まとめ
　ジェネリック使用促進における、診療報酬上の評価の変遷について述べてきたが、まだまだ前途は多難

であると考える。まずは、80％を超える使用量に対して、ジェネリックメーカーはそれに十分対応できる

のか。患者さんの負担軽減を訴えているが、生活保護者に対する対応は進んだが、公費負担に関しての対

応はどうするのか。さらにバイオシミラーはどうするのか。問題は山積している。大学病院での使用状況

を見ると二分されている感じがする。80の大学病院のうち係数が0の病院が約30％ある。今後はもう少し

強権的な取り組みが必要なのかもしれない。使用促進のための診療報酬上の評価をこれ以上高くしても

無意味であると感じる。減点評価が必要なのかもしれない。

図2
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